
改正後 改正前

別紙第３ 別紙第３

防衛事業適合事業者の秘密の保護に関する 防衛事業適合事業者の秘密の保護に関する

特約条項 特約条項

（乙の一般義務） （乙の一般義務）

第１条 乙（契約業者）は、主たる契約条 第１条 乙（契約業者）は、主たる契約条

項に基づき乙が取り扱う秘密（防衛省が 項に基づく秘密（防衛省が調達する装備

調達する装備品等の開発及び生産のため 品等の開発及び生産のための基盤の強化

の基盤の強化に関する法律（令和５年法 に関する法律（令和５年法律第５４号）

律第５４号）第２７条第１項に規定する 第２７条第１項に規定する装備品等秘密

装備品等秘密、特定秘密の保護に関する 、特定秘密の保護に関する法律（平成２

法律（平成２５年法律第１０８号）第３ ５年法律第１０８号）第３条第１項に規

条第１項に規定する特定秘密又は日米相 定する特定秘密又は日米相互防衛援助協

互防衛援助協定等に伴う秘密保護法（昭 定等に伴う秘密保護法（昭和２９年法律

和２９年法律第１６６号）第１条第３項 第１６６号）第１条第３項に規定する特

に規定する特別防衛秘密をいう。以下同 別防衛秘密をいう。以下同じ。）の保護

じ。）の保護に関し、この特約条項及び に関し、この特約条項及び防衛事業適合

防衛事業適合事業者契約（防衛事業適合 事業者契約（防衛事業適合事業者制度等

事業者制度等に関する訓令（令和７年防 に関する訓令（令和７年防衛装備庁訓令

衛装備庁訓令第１９号）第１３条第３項 第１９号）第１３条第３項に定める契約

に定める契約をいう。以下同じ。）に定 をいう。以下同じ。）に定めるところに

めるところにより、万全を期さなければ より、万全を期さなければならない。

ならない。 ２ 乙は、その従業者、下請負を行う場合

２ 乙は、その従業者、下請負を行う場合 においては下請負事業者の従業者又は乙

においては下請負事業者の従業者又は乙 が防衛事業適合事業者契約に規定する秘

が防衛事業適合事業者契約に規定する秘 密取扱施設等への立入りを認めた者（甲

密保全施設等への立入りを認めた者（防 の職員又は乙若しくは下請負事業者の従

衛省の職員又は乙若しくは下請負事業者 業者を除く。）の故意又は過失によりこ

の従業者を除く。）の故意又は過失によ の契約の履行のために取り扱う秘密が漏

りこの契約の履行のために取り扱う秘密 えいしたときであっても、その責任を免

が漏えいしたときであっても、その責任 れることはできない。

を免れることはできない。

（違約金の請求） （違約金の請求）

第３条 甲（秘密の管理職員）は、付紙「 第３条 甲は、付紙「秘密の保全又は保護

秘密の保全又は保護の確保に関する違約 の確保に関する違約金条項」の規定に基

金条項」の規定に基づき違約金を請求す づき違約金を請求することができる。

ることができる。

（下請負の禁止） （下請負の禁止）

第４条 乙は、秘密の取扱いに係る業務（ 第４条 乙は、秘密の取扱いに係る業務（



物件の輸送、施設の警備その他役務であ 物件の輸送、施設の警備その他役務であ

って、秘密の内容を知り得ないと認めら って、秘密の内容を知り得ないと認めら

れるものを除く。）を第三者に下請負し れるものを除く。）を第三者に下請負し

てはならない。ただし、やむを得ず下請 てはならない。ただし、やむを得ず下請

負を行う場合は、あらかじめ、甲に対し 負を行う場合は、あらかじめ、甲に対し

、下請負の相手方、契約内容、取り扱わ 、下請負の相手方、契約内容、取り扱わ

せる秘密を特定する事項、特定資料等（ せる秘密を特定する事項、特定資料等（

秘密を記録する文書、図画、電磁的記録 秘密を記録する文書、図画、電磁的記録

若しくは物件又は秘密を化体する物件及 若しくは物件（第４項において「特定資

び製造途上にある仕掛品並びにこれらに 料」という。）又は秘密を化体する物件

より構成される物件をいう。以下同じ。 及び製造途上にある仕掛品並びにこれら

）の保護の手段等を記した書面又は電磁 により構成される物件をいう。以下同じ

的記録を添えて、甲の許可を得なければ 。）の保護の手段等を記した書面又は電

ならない。 磁的記録を添えて、甲の許可を得なけれ

ばならない。

２ 前項の規定により下請負を行う場合に ２ 前項の規定により下請負を行う場合に

おいて、下請負事業者は、防衛事業適合 おいて、下請負事業者は、防衛事業適合

事業者契約又は保全契約（装備品等秘密 事業者又は秘密の保護に関する規定を含

の保全に関する特約条項（装備品等秘密 む契約（装備品等秘密の保全に関する特

の指定等に関する訓令（令和６年防衛省 約条項（装備品等秘密の指定等に関する

訓令第１０号）別記第２号様式の特約条 訓令（令和６年防衛省訓令第１０号）別

項をいう。）、防衛装備庁における特定 記第２号様式の特約条項をいう）、防衛

秘密の保護に関する特約条項（防衛装備 装備庁における特定秘密の保護に関する

庁における特定秘密の保護に関する訓令 特約条項（防衛装備庁における特定秘密

第３６条第１項に規定する審査基準及び の保護に関する訓令第３６条第１項に規

第３７条第２項に規定する特約条項につ 定する審査基準及び第３７条第２項に規

いて（装装制第５４号。２７．１０．１ 定する特約条項について（装装制第５４

）別紙の付紙第２の特約条項をいう。） 号。２７．１０．１）別紙の付紙第２の

又は防衛装備庁における特別防衛秘密の 特約条項をいう。）又は防衛装備庁にお

保護に関する特約条項（防衛装備庁にお ける特別防衛秘密の保護に関する特約条

ける特別防衛秘密の保護に関する訓令（ 項（防衛装備庁における特別防衛秘密の

平成２７年防衛装備庁訓令第２５号）別 保護に関する訓令（平成２７年防衛装備

記第６号様式の特約条項をいう。）をい 庁訓令第２５号）別記第６号様式の特約

う。以下同じ。）を締結した者であって 条項をいう。）をいう。以下「保全契約

、当該防衛事業適合事業者契約又は保全 」という。）を締結した者であって、当

契約に基づき、特定資料等を保有するこ 該防衛事業適合事業者契約又は保全契約

とができ、又は交付を受けることができ に基づき当該特定秘密を保有することが

るもの（以下「秘密取扱事業者」という でき、又は交付を受けることができる者

。）でなければならない。 （以下「秘密取扱事業者」という。）で

なければならない。

３ [略] ３ [同左]

[項を削る。] ４ 前３項の規定は、乙が部外の機関に特

定資料の閲覧が必要な品質システムの審

査を委託する場合に準用する。



４ 乙は、下請負事業者と下請負の契約を ５ 乙は、下請負事業者と下請負の契約を

締結し、又は締結した下請負の契約の内 締結し、又は締結した契約の内容を変更

容を変更した場合には、当該下請負事業 した場合には、当該下請負事業者に対し

者に対し、当該下請負の契約書の写しを 下請負の契約書の写しを甲に提出するよ

甲に提出するよう指導しなければならな う指導しなければならない。ただし、乙

い。ただし、乙が当該下請負の契約書の が当該下請負の契約書の写しを甲に提出

写しを甲に提出した場合はこの限りでな した場合はこの限りでない。

い。

付紙 付紙

秘密の保全又は保護の確保に関する違約金 秘密の保全又は保護の確保に関する違約金

条項 条項

第１条 乙は、秘密（防衛省が調達する装 第１条 乙は、防衛省が調達する装備品等

備品等の開発及び生産のための基盤の強 の開発及び生産のための基盤の強化に関

化に関する法律（令和５年法律第５４号 する法律（令和５年法律第５４号）第２

）第２７条第１項に規定する装備品等秘 ７条第１項に規定する「装備品等秘密」

密、特定秘密の保護に関する法律（平成 、特定秘密の保護に関する法律（平成２

２５年法律第１０８号）第３条第１項に ５年法律第１０８号）第３条第１項に規

規定する特定秘密又は日米相互防衛援助 定する「特定秘密」又は日米相互防衛援

協定等に伴う秘密保護法（昭和２９年法 助協定等に伴う秘密保護法（昭和２９年

律第１６６号）第１条第３項に規定する 法律第１６６号）第１条第３項に規定す

特別防衛秘密をいう。以下同じ。）であ る「特別防衛秘密」（以下「秘密」とい

って、防衛事業適合事業者の秘密の保護 う。）であって、装備品等秘密の保全に

に関する特約条項（防衛事業適合事業者 関する特約条項（装備品等秘密の指定等

制度等に関する訓令（令和７年防衛装備 に関する訓令（令和６年防衛装備庁訓令

庁訓令第１９号。以下「防衛事業適合事 第１０号）第８条１項に規定する装備品

業者訓令」という。）第１３条第４項に 等秘密の保全に関する規定をいう。）、

規定する契約条項をいう。）に基づき乙 特定秘密の保護に関する特約条項（特定

が保全又は保護すべきものを当該秘密に 秘密の保護に関する訓令（平成２６年防

接する権限のない者に漏えい（以下単に 衛省訓令第６４号）第３７条第１項に規

「漏えい」という。）したことを甲が証 定する特約条項をいう。）若しくは防衛

明した場合は、甲が契約の全部又は一部 装備庁における特定秘密の保護に関する

を解除するか否かにかかわらず、次の各 特約条項（防衛装備庁における特定秘密

号に掲げる基準に従い、甲が指定する期 の保護に関する訓令（平成２７年防衛装

間内に違約金を支払わなければならない 備庁訓令第２７号）第３７条第１項に規

。ただし、乙が、当該秘密の漏えいにつ 定する特約条項をいう。）又は特別防衛

いて、自己の責に帰すべからざる事由に 秘密の保護に関する特約条項（特別防衛

より生じたことを証明したときは、この 秘密の保護に関する訓令（平成１９年防

限りでない。 衛省訓令第３８号）第２７条第１項に規

定する秘密保持に関する規定をいう。）

若しくは防衛装備庁における特別防衛秘

密の保護に関する特約条項（防衛装備庁

における特別防衛秘密の保護に関する訓



令（平成２７年防衛装備庁訓令第２５号

）第２６条第１項に規定する秘密保持に

関する規定をいう。）に基づき乙が保全

又は保護すべきものを当該秘密に接する

権限のない者に漏えい（以下単に「漏え

い」という。）したことを甲が証明した

場合は、甲が契約の全部又は一部を解除

するか否かにかかわらず、次の各号に掲

げる基準に従い、甲が指定する期間内に

違約金を支払わなければならない。ただ

し、乙が、当該秘密の漏えいについて、

自己の責に帰すべからざる事由により生

じたことを証明したときは、この限りで

ない。

⑴～⑸ [略] ⑴～⑸ [同左]

２～４ [略] ２～４ [同左]

第３条 乙が本違約金条項が付されている [条を加える。]

契約の履行のために下請負事業者に下請

負を行った場合の違約金の請求要領は、

次の各号に定めるところによる。

⑴ 当該下請負事業者の故意又は過失に

より秘密が漏えいしたときは、甲は、

乙と当該下請負事業者の間で締結され

た下請負契約の額を基礎として、前２

条の規定に準じて算定した額の違約金

を乙に請求することができる。

⑵ 前号の場合において、乙は、本違約

金条項が付されている契約の当事者と

して、甲に対する違約金の支払義務を

負う。

⑶ 前号の規定は、乙が同号の規定に従

って甲に対する違約金を支払った場合

において、乙が当該違約金相当額の全

部又は一部を当該下請負事業者に求償

することを妨げるものではない。

⑷ 乙が前号の規定により当該下請負事

業者に対して求償する場合には、乙が

当該下請負事業者を選定し、監督する

立場にあることを踏まえ、乙と当該下

請負事業者間において、漏えいの態様

、過失の程度、経営への影響等を総合

的に勘案し、合理的な範囲内での負担

割合について、双方誠実に協議して定



めるものとする。この場合において、

乙は、製造委託等に係る中小受託事業

者に対する代金の支払の遅延等の防止

に関する法律（昭和３１年法律第１２

０号）等の関係法規を遵守し、不当に

当該下請負事業者の利益を害してはな

らない。

⑸ 前各号の規定にかかわらず、甲、乙

及び当該下請負事業者の間で締結され

た既存の特約条項に基づく三者間契約

による違約金条項が適用される場合は

、当該三者間契約による要領を優先す

るものとする。

第４条 [略] 第３条 [同左]

備考 表中の［ ］の記載は注記である。
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達部長、沖縄防衛局調達部長、東海防衛支局長、長崎防衛支

局長、東北防衛局郡山防衛事務所長、北関東防衛局宇都宮防

衛事務所長、近畿中部防衛局舞鶴防衛事務所長、近畿中部防

衛局東海防衛支局岐阜防衛事務所長、中国四国防衛局玉野防

衛事務所長


